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第１２号議案参考資料  

議  案  名  

桶川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例等の一部を改正する条例  

 

１  提案理由  

厚生労働省令で定める基準の一部改正に伴い、所要の改正をしたいの

で、この案を提出するものである。  

 

２  改正の内容  

(1) 桶川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正       （改正条例第１条関係）  

【総則】  

利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、必要な体制整備等

を講じること、及び介護保険等関連情報（介護データベース）を活用

し、指定地域密着型サービスの提供を行うよう努めることを一般原則

に加えるとともに、項の繰下げを行う。       （第３条関係）  

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】  

①  引用部分及び字句の整理を行う。       （第６条関係）  

②  虐待防止のための措置を運営規程に定めるとともに、号の繰下

げを行う。                 （第３１条関係）  

③  ハラスメント対策を強化する観点から、事業者の責務を踏ま

えた適切なハラスメント対策を講じることを義務付ける。  

                     （第３２条関係）  

④  感染症や災害の発生時においても、継続的にサービスを提供で

きる体制を構築するための必要な措置を講じることを義務付ける。                   
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（第３２条の２関係）  

⑤  感染症の発生及びまん延に対する取組の徹底を求める観点から、

必要な措置を講じることを義務付ける。    （第３３条関係）                  

⑥  運営規程等の重要事項について、事業所に閲覧可能な形で備え

付けることで掲示に代えることを可能とする規定を加える。  

（第３４条関係）  

⑦  介護・医療連携推進会議について、テレビ電話等を活用しての

実施を認める。               （第３９条関係）  

⑧  虐待の発生又はその再発を防止するための必要な措置を講じる

ことを義務付ける。           （第４０条の２関係）  

【夜間対応型訪問介護】  

①  オペレーターに係る配置基準等を緩和するとともに、字句の

整理を行う。          （第４７条及び第５６条関係）  

②  虐待防止のための措置を運営規程に定めるとともに、号の繰

下げを行う。                （第５５条関係）  

   ③  ハラスメント対策を強化する観点から、事業者の責務を踏まえ

た適切なハラスメント対策を講じることを義務付ける。  

（第５６条関係）  

  ④  事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を

行う場合は、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサー

ビス提供を行うよう努める旨の規定を加える。（第５７条関係） 

  ⑤  引用部分の整理を行う。          （第５９条関係）  

 【地域密着型通所介護】  

①  虐待防止のための措置を運営規程に定めるとともに、号の繰下

げを行う。              （第５９条の１２関係）  

  ②  認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、認知症介護

基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること及びハラス
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メント対策を強化する観点から、事業者の責務を踏まえた適切な

ハラスメント対策を講じることを義務付ける。  

（第５９条の１３関係）  

  ③  災害に対する訓練の実施について、地域住民の参加が得られる

よう連携に努める旨の規定を加える。  （第５９条の１５関係）  

  ④  感染症の発生及びまん延に対する取組の徹底を求める観点から、

必要な措置を講じることを義務付ける。（第５９条の１６関係） 

⑤  運営推進協議会について、テレビ電話等を活用しての実施を認

める。                （第５９条の１７関係）  

⑥  引用部分及び字句の整理を行う。    

（第５９条の２０関係）  

【共生型地域密着型通所介護】  

引用部分の整理を行う。       （第５９条の２０の３関係）  

【療養通所介護】  

①  虐待防止のための措置を運営規程に定めるとともに、号の繰下

げ及び字句の整理を行う。       （第５９条の３４関係）  

②  サービス提供管理委員会について、テレビ電話等を活用しての

実施を認める。            （第５９条の３６関係）  

③  引用部分の整理を行う。       （第５９条の３８関係）  

【認知症対応型通所介護】  

 ①  字句の整理を行う。            （第６４条関係）  

②  引用部分の整理を行う。          （第６５条関係）  

③  管理者の配置基準の緩和を行う。      （第６６条関係）  

④  虐待防止のための措置を運営規程に定めるとともに、号の繰下

げを行う。                 （第７３条関係）  

⑤  引用部分及び字句の整理を行う。           （第８０条関係）  

  【小規模多機能型居宅介護】  
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①  人員配置基準の見直しを行う。            （第８２条関係）  

②  引用部分の整理を行う。          （第８３条関係）  

③  サービス担当者会議について、テレビ電話等を活用しての実施

を認める。                 （第８７条関係）  

④  虐待防止のための措置を運営規程に定めるとともに、号の繰下

げを行う。                 （第１００条関係）  

  ⑤  引用部分及び字句の整理を行う。     （第１０８条関係）  

【認知症対応型共同生活介護】  

①  夜勤職員及び計画作成担当者の配置基準を緩和し、サテライト

型事業所の基準を創設するとともに、項の繰下げ及び字句の整理

を行う。                 （第１１０条関係）  

     ②  管理者の配置基準を緩和するとともに、項の繰下げを行う。      

（第１１１条関係）  

③   設備に関する基準を緩和する。      （第１１３条関係）  

④  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会につい

て、テレビ電話等を活用しての実施を認め、また、業務効率化の

観点から、既存の外部の者による評価に加え、運営推進会議にお

ける評価を「第三者による外部評価」とすることを可能にする。         

（第１１７条関係）  

⑤  サテライト型事業所の管理者の配置基準を緩和する。  

                     （第１２１条関係）  

⑥  虐待防止のための措置を運営規程に定めるとともに、号の繰下  

げを行う。                （第１２２条関係）  

⑦  認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、認知症介

護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること及びハラ

スメント対策を強化する観点から、事業者の責務を踏まえた適切

なハラスメント対策を講じることを義務付ける。  
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                                              （第１２３条関係）  

   ⑧  引用部分及び字句の整理を行う。     （第１２８条関係）  

【地域密着型特定施設入居者生活介護】  

①   身体的拘束等の適正化のための委員会について、テレビ電話

等を活用しての実施を認める。        （第１３８条関係）                   

②  虐待防止のための措置を運営規程に定めるとともに、号の繰下

げを行う。                （第１４５条関係）  

  ③  認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、認知症介護

基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること及びハラス

メント対策を強化する観点から、事業者の責務を踏まえた適切な

ハラスメント対策を講じることを義務付ける。  

                       （第１４６条関係）  

   ④  引用部分及び字句の整理を行う。     （第１４９条関係）  

【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】  

①   人員配置基準の見直しとともに、現行の栄養士に加えて、管

理栄養士の配置を位置付ける。       （第１５１条関係）  

   ②  運営基準において実施が求められる委員会等について、テレビ

電話等を活用しての実施を認める。   

（第１５７条、第１５８条、第１７１条及び第１７５条関係）  

   ③  入所者の栄養状態の維持及び改善のため、入所者ごとの栄養管

理を計画的に行うことを義務付ける。  （第１６３条の２関係）  

④  口腔
くう

衛生管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔
くう

衛

生管理を行うことを義務付ける。    （第１６３条の３関係）  

⑤  虐待防止のための措置を運営規程に定めるとともに、号の繰下

げを行う。                （第１６８条関係）  

  ⑥  認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、認知症介護

基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること及びハラス
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メント対策を強化する観点から、事業者の責務を踏まえた適切な

ハラスメント対策を講じることを義務付ける。                         

（第１６９条関係）  

  ⑦  感染症の発生及びまん延に対する取組の徹底を求める観点から、

必要な措置を講じることを義務付ける。   （第１７１条関係）  

  ⑧  事故発生の防止及び発生時の対応のための安全対策の担当者を

定めることを義務付ける。          （第１７５条関係）  

  ⑨  引用部分及び字句の整理を行う。     （第１７７条関係）  

 【ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設】  

  ①  設備基準の見直しを行う。        （第１８０条関係）  

  ②  身体的拘束等の適正化のための委員会について、テレビ電話等

を活用しての実施を認める。        （第１８２条関係）  

③  虐待防止のための措置を運営規程に定めるとともに、号の繰

下げを行う。               （第１８６条関係）  

  ④  認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、認知症介護

基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること及びハラス

メント対策を強化する観点から、事業者の責務を踏まえた適切な

ハラスメント対策を講じることを義務付ける。   

                       （第１８７条関係）  

  ⑤  引用部分及び字句の整理を行う。     （第１８９条関係）  

【看護小規模多機能型居宅介護】  

引用部分及び字句の整理を行う。       （第２０２条関係）  

【雑則】  

諸記録の保存、交付等について、電磁的記録による対応を認めると

ともに、利用者等への説明、同意等のうち、書面で行うものについて

も、電磁的記録による対応を認める。      （第２０３条関係）  
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(2) 桶川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正  

（改正条例第２条関係）  

【総則】  

利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、必要な体制整備

等を講じること、及び介護保険等関連情報（介護データベース）を

活用し、指定地域密着型介護予防サービスの提供を行うよう努める

ことを一般原則に加えるとともに、項の繰下げを行う。  

（第３条関係）  

【介護予防認知症対応型通所介護】  

①   字句の整理を行う。             （第８条関係）  

②   引用部分の整理を行う。           （第９条関係）  

③   管理者の配置基準の緩和を行う。      （第１０条関係）  

④   虐待防止のための措置を運営規程に定めるとともに、号の繰

下げを行う。                （第２７条関係）  

⑤   認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、認知症介

護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること及びハ

ラスメント対策を強化する観点から、事業者の責務を踏まえた

適切なハラスメント対策を講じることを義務付ける。    

（第２８条関係）  

  ⑥  感染症や災害の発生時においても、継続的にサービスを提供で

きる体制を構築するための必要な措置を講じることを義務付ける。 

            （第２８条の２関係）  

  ⑦  災害に対する訓練の実施について、地域住民の参加が得られる      

よう連携に努める旨の規定を加える。      （第３０条関係）  

  ⑧  感染症の発生及びまん延に対する取組の徹底を求める観点から、
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必要な措置を講じるよう義務付ける。     （第３１条関係）  

  ⑨  運営規程等の重要事項について、事業所に閲覧可能な形で備え

付けることで掲示に代えることを可能とする規定を加える。  

（第３２条関係）  

  ⑩  虐待の発生又はその再発を防止するための必要な措置を講じる

ことを義務付ける。           （第３７条の２関係） 

  ⑪  運営推進会議について、テレビ電話等を活用しての実施を認め

るとともに、事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサー

ビス提供を行う場合は、当該建物に居住する利用者以外の者に対

してもサービス提供を行うよう努める旨の規定を加える。                                      

（第３９条関係）  

【介護予防小規模多機能型居宅介護】  

①  人員配置基準の見直し及び字句の整理を行う。  

（第４４条関係）  

②  引用部分の整理を行う。            （第４５条関係）  

③  サービス担当者会議について、テレビ電話等を活用しての実

施を認める。                （第４９条関係）  

④  虐待防止のための措置を運営規定に定めるとともに、号の繰

下げを行う。                 （第５７条関係） 

  ⑤  引用部分及び字句の整理を行う。      （第６５条関係）  

【介護予防認知症対応型共同生活介護】  

①   夜勤職員及び計画作成担当者の配置基準を緩和し、サテライト

型事業所の基準を創設するとともに、項の繰下げ及び字句の整

理を行う。                          （第７１条関係）  

②  管理者の配置基準を緩和するとともに、項の繰下げを行う。  

（第７２条関係）  

③  設備に関する基準を緩和する。        （第７４条関係）  
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④  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会につい

て、テレビ電話等を活用しての実施を認める。（第７８条関係） 

⑤  サテライト型事業所の管理者の配置基準を緩和する。  

                     （第７９条関係）  

⑥  虐待防止のための措置を運営規程に定めるとともに、号の繰下

げを行う。                   （第８０条関係）  

⑦  認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、認知症介

護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること及びハラ

スメント対策を強化する観点から、事業者の責務を踏まえた適切

なハラスメント対策を講じることを義務付ける。  

（第８１条関係）  

   ⑧  引用部分及び字句の整理を行う。      （第８６条関係）  

  ⑨  業務効率化の観点から、既存の外部の者による評価に加え、運

営推進会議における評価を「第三者による外部評価」とすること

を可能にする。               （第８７条関係）                    

【雑則】  

諸記録の保存、交付等について、電磁的記録による対応を認めると  

ともに、利用者等への説明、同意等のうち、書面で行うものについて  

も、電磁的記録による対応を認める。        （第９１条関係）  

 

 (3) 桶川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の一部改正         （改正条例第３条関係）  

①   利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、必要な体制

整備等を講じること、及び介護保険等関連情報（介護データベ

ース）を活用し、指定介護予防支援の提供を行うよう努めるこ

とを基本方針に加えるとともに、項の繰下げを行う。    
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（第２条関係）  

②  虐待防止のための措置を運営規程に定めるとともに、号の繰下

げを行う。                 （第１８条関係）  

③  ハラスメント対策を強化する観点から、事業者の責務を踏まえ

た適切なハラスメント対策を講じることを義務付ける。  

                        （第１９条関係）  

④  感染症や災害の発生時においても、継続的にサービスを提供

できる体制を構築するため、必要な措置を講じることを義務付け

る。                  （第１９条の２関係）  

⑤  感染症の発生及びまん延に対する取組の徹底を求める観点から、

必要な措置を講じることを義務付ける。  （第２１条の２関係）  

⑥  運営規程等の重要事項について、事業所に閲覧可能な形で備え

付けることで掲示に代えることを可能とする規定を加える。  

（第２２条関係）  

⑦  虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催等の

必要な措置を講じることを義務付ける。  （第２７条の２関係） 

⑧   サービス担当者会議について、テレビ電話等を活用しての実

施を認める。                        （第３１条関係）  

⑨   諸記録の保存、交付等について、電磁的記録による対応を認

めるとともに、利用者等への説明、同意等のうち、書面で行うも

のについても、電磁的記録による対応を認める。  

          （第３４条関係）  

  

(4) 桶川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正            （改正条例第４条関係）  

①  利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、必要な体制整

備等を講じること、及び介護保険等関連情報（介護データベー



- 11 - 

ス）を活用し、指定居宅介護支援の提供を行うよう努めることを

基本方針に加えるとともに、項の繰下げを行う。（第２条関係）                      

②  指定居宅介護支援事業所の管理者の要件を緩和する。                    

（第４条関係）                                       

③  居宅サービス計画の公正中立性の確保を図る観点から、事業者

が利用者に新たに説明を行う事項を加える。   （第５条関係）                   

④  サービス担当者会議について、テレビ電話等を活用しての実施

を認めること、及び居宅介護支援事業所について点検及び検証す

る規定を加えるとともに、号の繰下げを行う。（第１４条関係）  

⑤  虐待防止のための措置を運営規程に定めるとともに、号の繰下

げを行う。                 （第１９条関係）  

⑥  ハラスメント対策を強化する観点から、事業者の責務を踏まえ

た適切なハラスメント対策を講じることを義務付ける。  

                         （第２０条関係） 

⑦  感染症や災害の発生時においても、継続的にサービスを提供で

きる体制を構築するための必要な措置を講じることを義務付ける。              

（第２０条の２関係）  

⑧  感染症の発生及びまん延に対する取組の徹底を求める観点か

ら、必要な措置を講じることを義務付ける。  

（第２２条の２関係）  

⑨  運営規程等の重要事項について、事業所に閲覧可能な形で備え

付けることで掲示に代えることを可能とする規定を加える。  

（第２３条関係）                                      

⑩  虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催等の必

要な措置を講じることを義務付ける。   （第２８条の２関係）  

⑪  諸記録の保存、交付等について、電磁的記録による対応を認め

るとともに、利用者等への説明、同意等のうち、書面で行うもの
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についても、電磁的記録による対応を認める。（第３２条関係）  

⑫  管理者の要件に関する経過措置を延長する。   

（附則第２項関係）  

⑬  管理者の要件に関する経過措置について、令和３年４月１日

以後の取扱いを規定する。         （附則第３項関係） 

 

３  施行期日  

令和３年４月１日  

 

４  例規集  

(1) 桶川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例  

第２巻  ２，２９３ページ  

(2) 桶川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例  

 第２巻  ２，２９７ページ  

(3) 桶川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例  

 第２巻  ２，２８９－１０１ページ  

(4) 桶川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定

める条例  

 第２巻  ２，２８９  ページ  


